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日
本
の
原
子
力
技
術
の
国
際
的
評
価
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

野
田
内
閣
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
に
「
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の

環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
）
を
閣
議
決
定
し
た
。

同
法
律
案
は
、
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
、
「
最
初
に
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
四
十
年
」
と
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
期
間
満
了
に
際
し
て
は
、
環
境
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
「
二
十
年
を
超
え
な
い
期

間
」
を
限
度
と
し
て
、
「
一
回
に
限
り
」
延
長
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

同
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
「
発
電
用
原
子
炉
の
寿
命
を
法
定
す
る
も
の
」
と
受
け
止
め
る
向
き
が
あ
り
、
日
本
の
原
子
力
技

術
に
対
す
る
国
際
的
評
価
へ
の
影
響
を
懸
念
し
て
お
ら
れ
る
技
術
者
の
声
も
伺
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
き
質
問
す
る
。

一

技
術
者
か
ら
は
、
「
野
田
内
閣
は
、
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
に
よ
っ
て
、
『
日
本
の
発
電
用
原
子
炉
の
寿
命
は
、
四

十
年
。
最
長
で
も
六
十
年
』
と
い
う
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
国
際
社
会
に
向
け
て
発
信
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

懸
念
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
声
に
対
す
る
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

二

前
問
に
関
連
し
て
、
他
の
技
術
者
か
ら
は
、
「
部
品
交
換
等
に
よ
り
、
四
十
年
、
六
十
年
ど
こ
ろ
か
百
年
の
運
転
で
も
大

一



丈
夫
だ
と
確
信
し
て
い
る
の
に
、
日
本
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
技
術
へ
の
国
際
的
信
頼
性
を
損
ね
る
内
容
だ
」
と
い
う
声
も
伺
っ

て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
対
す
る
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

三

野
田
佳
彦
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
於
い
て
、
小
野
次
郎
委
員
の
質
疑
に
対

し
、
「
原
発
輸
出
も
あ
り
得
ま
す
」
と
答
弁
し
て
お
ら
れ
る
。

今
後
、
日
本
が
原
発
輸
出
や
他
国
と
の
原
子
力
協
定
に
基
づ
く
国
際
協
力
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
前
文
に
挙
げ
た

「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
の
規
定
が
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
皆
無
だ
と
考
え
る
か
否
か
。
そ
の
理
由
も
回
答
さ
れ

た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


